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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイパーブレード（１０８）におけるその長手方向の一方の端部（１１０）に装着され
る端部取付装置（１２４）であって、
　前記ワイパーブレード（１０８）の前記端部（１１０）が内部に挿入される端部取付具
（１２６）と、
　前記ワイパーブレード（１０８）の前記端部（１１０）が前記端部取付具（１２６）の
内部に挿入された状態で前記端部取付具（１２６）を前記端部（１１０）にロックするた
めのロック手段（１２８）と、を備え、
　前記端部取付具（１２６）は、前記長手方向において前記ワイパーブレード（１０８）
の前記端部（１１０）がある側と同じ側に位置する第１の端部（１３２）と、前記第１の
端部（１３２）に設けられた第２の開口部（１５２，１５４）から前記長手方向の他方の
端部に向かって形成された受け入れ手段（１４６，１４８）と、を有し、
　前記ロック手段（１２８）は、前記受け入れ手段（１４６，１４８）に入れ込むことが
できるアーム（１７８，１８０）と、前記アーム（１７８，１８０）に支持された爪（１
８６）と、を有するクリップであり、
　前記受け入れ手段（１４６，１４８）は、前記アーム（１７８，１８０）が奥に進むに
つれて、前記アーム（１７８，１８０）を前記ワイパーブレード（１０８）の側に変位さ
せて、前記爪（１８６）を前記ワイパーブレード（１０８）に係合させるように、構成さ
れている、ことを特徴とする端部取付装置（１２４）。
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【請求項２】
　前記端部取付具（１２６）は、前記第１の端部（１３２）に設けられた第１の開口部（
１４５）と、前記第１の開口部（１４５）から前記長手方向の他方の端部に向かって貫通
するように形成された第１の凹部（１４０）と、被払拭面がある側に設けられた下壁（１
３６）に前記長手方向に沿うように形成されたカットアウト（１４１）と、前記第１の端
部（１３２）に前記長手方向に対して交差するように設けられた第１の端壁（１３８）と
、を有し、
　前記第２の開口部（１５２，１５４）および前記第１の開口部（１４５）は、前記第１
の端壁（１３８）に形成され、
　前記第１の凹部（１４０）および前記カットアウト（１４１）は、前記ワイパーブレー
ド（１０８）を案内して受け入れる、ことを特徴とする請求項１に記載の端部取付装置。
【請求項３】
　前記端部取付具（１２６）は、２つの前記受け入れ手段（１４６，１４８）を有し、前
記受け入れ手段（１４６，１４８）は、前記アーム（１７８，１８０）を受け入れること
ができるように、前記長手方向に向かって細長状に形成されたキャビティから成り、前記
ワイパーブレード（１０８）の短手方向において前記第１の凹部（１４０）の両側に配置
されている、ことを特徴とする請求項２に記載の端部取付装置。
【請求項４】
　前記第１の端壁（１３８）には、２つの前記第２の開口部（１５２，１５４）が形成さ
れ、前記第２の開口部（１５２，１５４）は、前記短手方向において前記第１の開口部（
１４５）の両側に配置され、各前記キャビティ（１４６，１４８）は、対応する前記第２
の開口部（１５２，１５４）から前記長手方向に向かって形成されている、ことを特徴と
する請求項３に記載の端部取付装置。
【請求項５】
　各前記キャビティ（１４６，１４８）は、前記短手方向において互いに向き合う第１の
内壁（１５８）および第２の内壁（１６０）を有し、前記第１の内壁（１５８）は、前記
第２の内壁（１６０）よりも前記第１の凹部（１４０）の近くに位置している、ことを特
徴とする請求項３又は請求項４に記載の端部取付装置。
【請求項６】
　少なくとも１つの前記キャビティ（１４６，１４８）の前記第１の内壁（１５８）に、
前記キャビティ（１４６，１４８）と前記第１の凹部（１４０）とを連通させるスロット
（１６２）が形成され、前記スロット（１６２）は、前記長手方向に沿っていて、前記ロ
ック手段（１２８）の前記爪（１８６）を案内する、ことを特徴とする請求項５に記載の
端部取付装置。
【請求項７】
　前記スロット（１６２）は、前記ロック手段（１２８）の前記爪（１８６）の厚さに少
なくとも等しい高さを有する、ことを特徴とする請求項６に記載の端部取付装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの前記キャビティ（１４６，１４８）の前記第２の内壁（１６０）は、
第１の斜面形成部（１６４）と第２の窪み形成部（１６６）とを有し、前記第１の斜面形
成部（１６４）は、前記第１の内壁（１５８）へ向かう方向に向けられている、ことを特
徴とする請求項６又は請求項７に記載の端部取付装置。
【請求項９】
　２つの前記キャビティ（１４６，１４８）は、前記キャビティ（１４６，１４８）と前
記第１の凹部（１４０）とを連通させるスロット（１６２）が形成される前記第１の内壁
（１５８）と、第１の斜面形成部（１６４）及び第２の窪み形成部（１６６）が形成され
る前記第２の内壁（１６０）とを有し、前記スロット（１６２）は、前記長手方向に沿っ
ていて、前記ロック手段（１２８）の前記爪（１８６）を案内し、前記第１の斜面形成部
（１６４）は、前記第１の内壁（１５８）へ向かう方向に向けられている、ことを特徴と
する請求項５に記載の端部取付装置。
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【請求項１０】
　前記クリップは、後部（１７６）と、前記後部（１７６）の両端部からそれぞれ延びる
２つの前記アーム（１７８，１８０）と、を有するＵ形状を成し、少なくとも１つの前記
アーム（１７８，１８０）が、少なくとも１つの前記爪（１８６）を有し、少なくとも１
つの前記キャビティ（１４６，１４８）内に収容される、ことを特徴とする請求項６から
９のいずれか一項に記載の端部取付装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つの前記アーム（１７８，１８０）は、前記クリップの他のアームがある
側へ向かって変位することができるように前記短手方向に可撓性がある、ことを特徴とす
る請求項１０に記載の端部取付装置。
【請求項１２】
　少なくとも１つの前記爪（１８６）は、少なくとも１つの前記アーム（１７８，１８０
）の内面（１８２）から垂直に延びる、ことを特徴とする請求項１０又は請求項１１に記
載の端部取付装置。
【請求項１３】
　少なくとも１つの前記アーム（１７８，１８０）は、当該アームの外面（１８４）に形
成される切り欠き（１９０）を有する、ことを特徴とする請求項１０から１２のいずれか
一項に記載の端部取付装置。
【請求項１４】
　２つの前記アーム（１７８，１８０）は、当該アームの内面（１８２）から垂直に延び
る少なくとも１つの前記爪（１８６）を有し、各前記アーム（１７８，１８０）は、前記
クリップ（１２８）の他のアームがある側へ向かって変位することができるように前記短
手方向に可撓性があり、各前記アーム（１７８，１８０）は、当該アームの外面（１８４
）に形成される切り欠き（１９０）を有し、各前記アーム（１７８，１８０）は、前記受
け入れ手段（１４６，１４８）のうちの１つに収容される、ことを特徴とする請求項１０
から１３のいずれか一項に記載の端部取付装置。
【請求項１５】
　ワイパーブレード（１０８）に請求項１から１４のいずれか一項に記載の端部取付装置
（１２４）を装着するための方法であって、前記ワイパーブレード（１０８）の端部（１
１０）は、第２の端部（１３４）から前記端部取付具（１２６）内へ挿入され、反対側の
第１の端部（１３２）から前記端部取付具の外へ突出するまで、この端部取付具の第１の
凹部（１４０）内において長手方向の第１の方向でスライドし、ロック手段である前記ク
リップが、前記長手方向の前記第１の方向とは反対の方向で、前記第１の端部（１３２）
から前記端部取付具（１２６）内へ挿入されることにより、前記クリップが、前記ワイパ
ーブレードと係合される最終位置で前記端部取付具の内側の位置にロックされるまで、前
記ワイパーブレードを前記端部取付具の内側に押し戻す、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車両の窓を拭き取る分野に関し、特に、ワイパーアセンブリの分野に関
する。より正確には、本発明は、ワイパーブレードの少なくとも一方の端部に装着される
端部取付具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両窓には、一般に、電動手段によって回転駆動される少なくとも１つのワイパーアー
ムと、該アームの自由端に配置されるワイパーとを有するワイパーアセンブリが設けられ
る。ワイパーは、一般に、洗浄されるべき窓に押し付けられ得るゴムブレードを装着する
ためのホルダと、ブレードをホルダの所定位置にロックするための少なくとも１つの端部
取付具とを備える。ブレードは、長手方向にスライドされることによって装着ホルダ内へ
導入されて、端部取付具によって所定位置にロックされ、端部取付具は、装着ホルダの長
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手方向端部に対して、場合によりブレードの長手方向端部に対して固定され、それにより
、ブレードがアームにより引き起こされる被洗浄窓に沿う前後移動中にホルダに対して長
手方向に移動することを防止する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、ブレードを所定位置にロックするために付属要素が圧着されなければならな
いという構造の欠点を回避する、或いは、ブレードが理論的に意図される端部位置に必ず
しもない状態で端部取付具に固定される可能性があるという構造の欠点を回避する、端部
取付具の既知の構造の代替を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　これに関して、本発明は、第１の長手方向軸に沿って延びるワイパーにおいてワイパー
ブレードを固定するための装置であって、前記ワイパーブレードの一方の長手方向端部に
装着される端部取付具と、前記端部取付具の内側に前記ワイパーブレードをロックするた
めに前記端部取付具に取り付けられるロック手段とを有する装置を提供する。本発明によ
れば、ロック手段は、好適には、前記端部取付具に形成される受け入れ手段に嵌まり込む
ことができるアームを有するクリップの形態を成し、前記アームのうちの少なくとも１つ
がブレードを捕捉するための特に爪の形態を成す少なくとも１つの捕捉手段を支持し、そ
れにより、アームの挿入中に受け入れ手段のうちの１つによってアームが変形されると、
前記少なくとも１つの爪が前記ブレードに係合される。
【０００５】
　それら自体で或いは組み合わせて解釈される、端部取付具の構造に固有の本発明の特徴
の第１の組の様々な特徴によれば、
　－端部取付具が第１の長手方向端部と第２の長手方向端部とを有する本体を備え、この
本体は、第１の端部と第２の端部との間に画定される下壁と、前記第１の端部に対して横
方向に配置される第１の端壁とを有し、下壁は、ワイパーブレードを受け入れるための少
なくとも１つのカットアウトを画定するために本体の第１の長手方向端部から第２の長手
方向端部へ向けてすり割り状になっており、前記カットアウトが前記第１の端壁において
開口して第１の開口部を形成し、
　－端部取付具に形成される受け入れ手段は、前記第１の長手方向軸と平行な方向に延び
るとともにカットアウトの両側に対称的に配置されるキャビティから成り、各キャビティ
が前記アームのうちの１つを受け入れることができ、
　－キャビティのそれぞれは、第１の開口部の両側で第１の端壁に形成される第２の開口
部からブラインド（blind）態様で延び、
　－各キャビティが２つの長手方向壁によって画定され、それらの長手方向壁のうちの第
１の長手方向壁がカットアウトの近傍で延びる。
【０００６】
　以下の態様で、キャビティのうちの１つだけを形成してクリップのアームを変形させる
ようにすることができ、或いは、両方のキャビティを形成するようにでき、
　－１つのキャビティ又は複数のキャビティが第１の長手方向壁を有し、この第１の長手
方向壁に、カットアウトに開口するスロットが形成され、また、前記スロットは、ロック
手段を形成するクリップの前記少なくとも１つの爪の厚さに少なくとも等しい高さを有し
、
　－１つのキャビティ又は複数のキャビティの第２の長手方向壁が、前記第２の開口部か
ら、第１の斜面形成部と第２の窪み形成部とを有し、前記第１の斜面形成部が前記第１の
長手方向壁へ向かう方向に向けられる。
　それら自体で或いは組み合わせて解釈される、端部取付具の構造に固有の本発明の特徴
の第１の組の様々な特徴によれば、
　－ロック手段を形成する前記クリップはＵ形状を成し、後部がアームまで延び、少なく
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とも１つのアームが少なくとも１つの爪を有し、前記少なくとも１つのアームを前記少な
くとも１つのキャビティ内に収容でき、
　－前記少なくとも１つのアームは、クリップの他のアームの方向で横方向に可撓性があ
り、
　－前記少なくとも１つの爪は、前記少なくとも１つのアームの内壁を略垂直に延び、
　－前記少なくとも１つのアームは、前記少なくとも１つのアームの外壁に形成される切
り欠きを有する。
【０００７】
　ロック手段を形成するクリップの各アームが、アームの内壁を略垂直に延びる少なくと
も１つの爪を有するようにしてもよく、各アームは、クリップの他のアームの方向で横方
向に可撓性があり、各アームは、外壁に形成される切り欠きを有し、また、各アームは、
少なくとも１つの爪が前記ブレードに係合されるように前記少なくとも１つのアームを変
形させることができる受け入れ手段のうちの１つに収容され得る。
【０００８】
　また、本発明は、ワイパーにおいてワイパーブレードを固定するための装置を装着する
ための方法に関し、該方法中に、ワイパーブレードは、第１の長手方向端部を通じて端部
取付具内へ挿入されることにより、ワイパーブレードが反対側の第２の長手方向端部を通
じて前記端部取付具から突出するまで、この端部取付具の第１の凹部内において長手方向
の第１の方向でスライドし、また、この方法中、ロック手段を形成するクリップは、前記
長手方向の第１の方向とは反対の方向で、前記第２の長手方向端部を通じて端部取付具内
へ挿入されることにより、クリップがワイパーブレードと係合される最終位置でクリップ
が端部取付具の内側の位置にロックされるまで、ワイパーブレードを端部取付具の内側に
押し戻す。
【０００９】
　以下の図に示される複数の非限定的な典型的実施形態を用いて本発明を詳しく説明する
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るワイパーブレード端部及び端部取付具の斜視図であり、アセンブリ
を下から見た図である。
【図２】図１の底面図であり、アセンブリが事前組み立て位置で示された図である。
【図３】図２と同様の図であり、このときのアセンブリは最終組み立て位置で示された図
である。
【図４】図１で使用された透視角と同じ透視角での図３における最終組み立て位置にある
アセンブリの図であり、端部取付具がその理解を更に容易にするべく断面で示された図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、自動車両の窓を洗浄するためのワイパーアセンブリ１００の長手方向端部を示
す。このワイパーアセンブリ１００は、ワイパーアーム（ここには示されていない）とワ
イパー１０２とを有する。ワイパーアームは、窓の表面と接触した状態で前後に駆動され
て回動するように装着されるとともに、コネクタ（図示せず）を介してワイパー１０２に
結合されるアームである。
【００１２】
　ワイパー１０２は、第１の長手方向軸ＸＸに沿って主に長手方向に延び、また、前記ワ
イパー１０２の長手方向端部１０４のうちの一方が様々な図に示されており、一方の長手
方向端部に関して与えられる説明を反対側の長手方向端部に関して同じ態様で再現できる
ことが理解される。
【００１３】
　ワイパー１０２は、コネクタに接続され且つワイパーブレード１０８の受け入れ切り欠
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き内に長手方向で配置される補強バーティブラ１０６を支持する装着ホルダ（ここには示
されない）を備える。装着ホルダ、バーティブラ１０６、及び、ワイパーブレード１０８
は、第１の長手方向軸ＸＸに沿って延びる長手方向要素である。
【００１４】
　一例として、補強バーティブラは、拭き取られるべき窓の曲率に適合するように長手方
向一体性及び可撓性の両方をゴムブレードに与えるべくゴムブレードの両側に収容される
単純な可撓性金属ストリップから成ることができる。このタイプのワイパーは特に「フラ
ットブレード」ワイパーと称される。
【００１５】
　また、ワイパーブレード１０８は、その長手方向端部１１０がワイパーの長手方向端部
１０４に対応することを見ることができるように部分的に示される。ワイパーブレード１
０８は、補強バーティブラ１０６が対応する切り欠き（ここには見えない）内へとスライ
ドできるヘッド１１２と、特にフィン１１６及びリップ１１８を有する本体１１４とを有
する。本体１１４は、２つの両側の長手方向溝１２０，１２２をバーティブラ１０６とフ
ィン１１６との間に画定するように形成される。
【００１６】
　ワイパー１０２の各長手方向端部１０４には、補強バーティブラ１０６及びワイパーブ
レード１０８の対応する長手方向端部が固定装置１２４を用いて一緒にロック態様で保持
され、固定装置１２４は、端部取付具１２６と、端部取付具に嵌まり込むように移動して
ブレードをロックする役目を果たすことができる付属ロック手段１２８とを有する。以下
で更に詳しく説明されるように、ロック手段は、事前組み立て位置と、ロック手段がブレ
ードをロックする位置で端部取付具にロックされる最終位置との間で移動できる。
【００１７】
　端部取付具１２６は、第１の長手方向端部１３２と第２の長手方向端部１３４との間で
延びる本体１３０を有する。第１の長手方向端部１３２は、端部取付具がこのワイパーの
長手方向端部１０４に配置されるときにワイパーの外側の方を向く端部に対応し、それに
より、第１の長手方向端部１３２とは反対側の第２の長手方向端部１３４を介して、固定
する端部取付具がワイパー１０２に装着される。
【００１８】
　本体１３０は、２つの長手方向端部間でそれぞれ延びる下壁１３６及び上壁（図では見
えない）と、本体１３０の第１の長手方向端部１３２に位置される第１の端壁１３８とを
有する。
【００１９】
　下壁１３６は、第１の凹部１４０を画定するために、本体の第１の長手方向端部から第
２の長手方向端部へ向けてすり割り状になっている。第１の凹部１４０は、本体１３０の
全長Ｌに沿って延びるとともに、第２の長手方向端部１３２から形成されて２つの互いに
対向する縁部１４２，１４４により画定されるカットアウト１４１によって長手方向に延
びる第１の切り欠きを有する（特に図２に示される）。カットアウト１４１は、端部取付
具１２６がブレードに沿ってスライドすることにより装着されるときに縁部１４２，１４
４がワイパーブレード１０８の長手方向溝１２０，１２２に隣接して延びるように寸法付
けられる。したがって、カットアウト１４１の縁部１４２，１４４は、端部取付具が図１
及び図２に示される事前組み立て位置をとるためにブレードに沿ってスライドできるよう
に、第１の凹部１４０を通じてワイパーブレード１０８を案内するべく構成される。第１
の凹部１４０は、それが第１の端壁１３８において開口して第１の開口部１４５を形成す
るような貫通凹部である。
【００２０】
　また、端部取付具１２６の本体１３０は、カットアウト１４１の両側に対称的に配置さ
れる２つのキャビティ１４６，１４８を有する。これらの２つのキャビティは、ロック手
段１２８を端部取付具１２６内に受け入れるための手段を形成する。キャビティのそれぞ
れは、第１の開口部１４５の両側で第１の端壁１３８に形成される第２の開口部１５２，
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１５４からブラインド態様で延びる。
【００２１】
　この第１の端壁の厚さ内には第１の開口部１５２，１５４を互いに接続するために更に
陥凹部１５０が形成され、また、この陥凹部１５０は、例えば図４において分かるように
、第１の開口部１４５を貫いて延びる。
【００２２】
　各キャビティ１４６，１４８は、横方向が第１の長手方向壁１５８と第２の長手方向壁
１６０とによって画定される。第１の長手方向壁１５８は、カットアウト１４１の近傍で
第１の長手方向軸ＸＸに対して略平行に延びる。第１の長手方向壁１５８は、キャビティ
の全長に沿って特にキャビティが開口する第１の端壁１３８から延びる長手方向スロット
１６２を有する。この長手方向スロット１６２は特に図１において見ることができ、図４
における断面がこの長手方向スロットを通過することが理解される。図４においてより良
く分かるように、長手方向スロット１６２は、貫通スロット、すなわち、それが第１の長
手方向壁１５８の一方側から対応するキャビティ１４６，１４８へ向けて開口するととも
に、それがこの第１の壁の他方側から端部取付具の中央にあるカットアウト１４１へ向け
て開口する貫通スロットである。第２の長手方向壁１６０は、第１の斜面形成部１６４と
第２の窪み形成部１６６とを有する。第１の斜面形成部１６４は、第１の端壁１３８から
延びて、第１の長手方向壁１５８へと向かう方向に向けられる。図において分かるように
、また、図２及び図３を参照すると、この第１の斜面形成部１６４は、第２の窪み形成部
１６６との接合部で、キャビティの内側に配置されるその端部に急傾斜末端部１６８を有
する。第２の窪み形成部１６６は、肩部１７０を形成する第１の斜面部１６４の連続部分
にある横方向窪みによって実現される。
【００２３】
　２つのキャビティが同様の形状を有する実施形態が図に示されてきた。以下に変形とし
て与えられるように、第２のキャビティ１４８は、２つの平行な長手方向壁によって画定
されてカットアウトの近傍で延びる壁に長手方向スロットを伴わない直線形状を有するこ
とができる。
【００２４】
　全ての場合において、端部取付具１２６の構造は、ロック手段１２８を受けてロック手
段１２８と協働するように形成される。ロック手段１２８は、後部１７６、第１のアーム
１７８、及び、第２のアーム１８０を有するＵ形状クリップを備え、各アームは、後部１
７６の端部を略垂直に延びる。２つのアームは、それらが互いから離れて或いは互いの方
へ向かって移動できるように横方向で可撓性がある。
【００２５】
　各アーム１７８，１８０は、内面１８２及び外面１８４を有する。内面１８２は３つの
爪１８６を有し、したがって、クリップ１２８は、第１のアーム１７８の爪が第２のアー
ム１８０の爪へ向けて方向付けられるように形成される。爪１８６は、内面１８２に対し
て垂直な直線状の面１８７と傾斜面１８８とを伴う突き出た形状を有し、直線状の面１８
７はクリップの後部１７６に最も近い面である。各爪１８６の厚さは、キャビティ１４６
，１４８の第１の長手方向壁に形成される長手方向スロットの深さよりも小さく、それに
より、以下で説明されるようにこれらのスロットの内側でスライドされ得る。図示のよう
に、アーム及び後部は同じ厚さを有するが、今しがた明記されたように爪の厚さが長手方
向スロットの深さよりも小さいか或いは最大でも長手方向スロットの深さにほぼ等しい限
りにおいて、後部の厚さの方を大きくできることが理解される。変形実施形態では、爪１
８６の数を変えることができる。
【００２６】
　各アームの外面１８４は、図２において分かるように、肩部を形成する略直線状の前縁
１９１と傾斜した後縁１９２とによって画定される切り欠き１９０を有する。最後に、各
アームはその自由端にヘッド１９４を有し、ヘッド１９４は、切り欠き１９０を越えて延
びるとともに、外面及び内面に対して略垂直な当接壁を形成する。
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【００２７】
　ここで、ワイパーブレード１０８の位置を固定するためのロック手段１２８と端部取付
具１２６との協働を詳しく説明するために、ワイパーの端部に固定装置１２４を組み付け
るための方法について記載する。
【００２８】
　端部取付具１２６は、ブレードが第１の凹部１４０に入り込むことができるようにワイ
パー１０２の長手方向端部１０４の前方に配置される。ブレードのヘッド１１２は、端部
取付具の内側に係合されて、第１の凹部１４０のカットアウト１４１を画定する縁部１４
２，１４４によって保持される。これらの縁部は、ブレードが第１の端部１３２の方向で
端部取付具内をスライドすることを更に容易にするためにゴムブレード１０８の長手方向
溝１２０，１２２に隣接する。端部取付具及びワイパーは、ブレード１０８が図１に示さ
れる位置をとるべく端部取付具の第１の長手方向端部１３２から突出するように互いに対
して長手方向にスライドされる。
【００２９】
　図１において、ロック手段を形成するクリップ１２８は、クリップの後部１７６がブレ
ードを押圧してアーム１７８，１８０がブレードの両側に配置されるようにワイパーブレ
ード１０８の長手方向端部１１０に当て付いて配置される。クリップが端部取付具１２６
へ向けて押し進められ、それにより、各アームがキャビティ１４６，１４８のうちの一方
に入り込むようにし、この場合、固定装置１２４の２つの要素、すなわち、端部取付具１
２６及びクリップ１２８が協働する事前組み立て位置に対応する図２に示される位置にあ
るように、各アームの外面１８４が対応するキャビティの第２の長手方向壁１６０に隣接
するとともに、爪１８６がこのキャビティの第１の長手方向壁１５８に形成される長手方
向スロット１６２内に収容される。クリップ１２８を押し進めることにより、ブレードの
長手方向端部１１０がワイパーの長手方向端部１０４へ向けて移動する傾向となるように
ブレード１０８が第１の凹部１４０内でスライドすることが理解される。この移動の方向
は、端部取付具１２６内へのワイパーブレード１０８の初期挿入方向と反対である。
【００３０】
　この事前組み立て位置から図３及び図４に示される最終組み立て位置へ移行するために
、ロック手段１２８を形成するクリップは、端部取付具の内側へ向けて押し進められ続け
る。キャビティの第２の長手方向壁１６０の第１の斜面形成部１６４は、アーム１７８を
クリップの他方のアーム１８０へ向けて移動するように弾性的に変形させ、また、この変
形により、爪１８６は、それらが第１の長手方向壁を通り抜けて実質的に長手方向溝１２
０，１２２の位置でワイパーブレード１０８のゴムに係合されるまで、長手方向スロット
１６２内へ更に深く入り込む。したがって、ブレード及びクリップは、長手方向移動に関
して固定される。爪１８６がブレードを捕捉するための捕捉手段を形成し、また、クリッ
プの一方のアームの変形により捕捉手段がブレードと係合する限りにおいて、そのような
捕捉手段が図示のような爪の形状とは異なる形状を有することができることが理解される
。急傾斜末端部１６８は、爪がブレード内に十分深く入り込んで確実な固定を得るように
する。ブレード及びクリップはいずれも、アームの端部にあるヘッド１９４が対応するキ
ャビティの第２の長手方向壁１６０に形成される第２の窪み形成部１６６に入り込むまで
押し進められる。固定装置の最終組み立て位置に対応する図３及び図４に示されるこの位
置では、各アームのヘッド１９４が第２の窪み形成部内に収容され、また、切り欠き１９
０の略直線状の前縁１９１は、肩部１７０に対する当接により、クリップが端部取付具に
対して長手方向で後方に外れることを防止する。また、各アームのヘッド１９４の端壁は
、キャビティの底壁１９６（図３及び図４において見える）に当接する状態になり、それ
により、端部取付具に対するクリップ及びブレードの長手方向の前進移動を制限する。こ
の当接位置では、クリップの後部１７６が端部取付具から突出しないように陥凹部１５６
内に収容されることが分かる。
【００３１】
　理解できるように、最終位置で、ロック手段は、アームのヘッドにより形成されるスナ
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ップ締結手段と対応するキャビティ内の肩部との協働により端部取付具に固定されるとと
もにブレードにも固定され、ブレードは、爪１８６がワイパーブレードのゴムに係合する
ことによって端部取付具の第２の長手方向端部１３４を通じて長手方向で外れることがで
きない。爪の形状、特に、直線状の面１８７、及び、クリップの後部１７６の方へ向かう
、すなわち、端部取付具の第２の長手方向端部を通じたブレードの想定し得る外れ方向と
は反対の方向へ向かう直線状の面の方向は、ブレードが引き出されることを防止すること
が分かる。
【００３２】
　以上の記載は、本発明がそのために設定された目的をどのように達成できるのかを説明
すること、特に、ブレード及びワイパーの補強バーティブラを所定位置に維持できるよう
にする固定装置を提供することを目的とし、前記固定装置は、実施が特に簡単であり、ブ
レードを固定するのに非常に有効である。
【００３３】
　無論、付属部品を受け入れるための手段を備える端部取付具を有する固定装置が提供さ
れ、端部取付具内への付属部品の挿入が効果的な固定をもたらす、すなわち、不可逆的で
あり且つ別の方法で端部取付具に挿入されるワイパーブレードの所望の位置での固定をも
たらす限りにおいて、非限定的な例によって今しがた説明してきたワイパーアセンブリの
構造に対して様々な変更を当業者により成すことができる。

【図１】 【図２】
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